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第１章 経営戦略策定の趣旨                     
 

１．策定の背景と目的 

公営企業を取り巻く経営環境は、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少

や保有する施設の老朽化に伴う更新需要の増大など厳しさを増しており、不断の経営健

全化の取組が求められています。 

このような中、各公営企業が将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定

的に継続することが可能となるよう、総務省では、「公営企業の経営に当たっての留意事

項について」（平成 26 年８月 29 日付け総財公第 107 号、総財営第 73 号、総財準第 83

号、総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知。以

下｢留意事項通知｣という。）や「「経営戦略」の策定推進について」（平成 28年１月 26日

付け総財公第 10号、総財営第２号、総財準第４号、総務省自治財政局公営企業課長、同

公営企業経営室長、同準公営企業室長通知。以下｢策定推進通知｣という。）を発出し、各

地方公共団体に対して「経営戦略策定ガイドライン」を示し、令和２年度までの「経営

戦略」策定を要請しているところです。 

みやき町の特定地域生活排水処理事業においても，維持管理費や企業債償還の

財源としての一般会計繰入金の増加が見込まれ，経営環境が厳しくなることが予想さ

れます。経営環境の変化に適切に対応し，将来にわたって安定的に事業を継続してい

くため，中長期的な経営の基本計画である「みやき町特定地域生活排水処理事業経営

戦略」を策定し，経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。 

 

２．計画期間  

「事業の特性，事業の普及状況，施設の老朽化状況，経営状況等を踏まえ，１０年以

上の合理的な期間を設定することが必要である」との総務省の方針により，特定地域

生活排水処理事業の中長期的な視点から１０年間を計画期間と設定します。 

計画期間 令和２年度から令和１１年度までの１０年間 

 

３．策定の見直し 

経営戦略は，将来にわたって安定的な事業を継続していくための中長期的な経営の

基本計画であることから，毎年度進捗管理を行い，また経営戦略策定後において，地

方公営企業法の適用，国の交付金を受けて実施する新たな事業計画，また使用料の改

定など財源の変更があった場合は見直しを行い，これらがない場合は，３年から５年

程度で見直しを行います。見直しの方法については，ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ：

計画，Ｄｏ：実施，Ｃｈｅｃｋ：検証，Ａｃｔｉｏｎ：改善）による検証を行い策定

の見直しを行います。 



 

第２章 特定地域生活排水処理事業の現状と分析                   

１．行政人口 

みやき町の人口は，令和元年度末において，25,635人となっており，定住化促進事業

の効果により 4 年前の平成 27 年度末の 25,530 人から 105 人，0.4 パーセントの増加と

なっています。将来人口について，国立社会保障・人口問題研究所の推計では，令和 2

年度末 24,299人が令和 7年度には 23,170人と 5年間で 1,129人の減少と推計されてい

ますが、令和 2年 3月にみやき町独自で策定した第２期みやき町人口ビジョンでは同期

間で、161人の減少と推計しています。 

 今回の経営戦略の使用料金の推移や使用者の推移は、町独自で策定した人口推移の増

減率を採用しています。 

 

『住民基本台帳の推移』 

 H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 R1年度末 

人口 25,530人 25,499人 25,386人 25,596人 25,635人 

増減人数  △31人 △113人 ＋210人 ＋39人 

増減率  0.999 0.996 1.008 1.002 

『日本の地域別将来推計人口』 

 H27年度末 R2年度末 R7年度末 R12年度末 R17年度末 

人口 25,278人 24,299人 23,170人 21,947人 20,689人 

増減人数  △979人 △1,129人 △1,223人 △1,258人 

増減率  0.961 0.954 0.947 0.943 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 30 年推計） 

『みやき町独自推計』 

 H27年度末 R2年度末 R7年度末 R12年度末 R17年度末 

人口 25,278人 25,117人 24,729人 24,229人 23,679人 

増減人数  △161人 △388人 △500人 △550人 

増減率  0.994 0.985 0.978 0.977 

令和２年３月策定 第２期みやき町人口ビジョンより 

 



 

２．実施事業概要 

みやき町特定地域生活排水処理事業は，町が事業主体となり設置から維持管理までを

行う事業で，対象地区は浄化槽処理推進区域です。 

浄化槽処理推進区域は、下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く区域並

びにみやき町農業集落排水処理施設条例に規定する処理区域を除いた町内全域です。 

合併前の旧三根町が主な事業区域で、平成 26 年度に集合処理区域から個別処理区域

へ変更となった区域です。 

浄化槽設置にあたり、一般家庭の場合浄化槽設置前に設置工事費の約 10％～15％程度

の分担金を納付いただきますが、個人設置型の補助事業に比べ負担金額が大きく軽減さ

れます。また、設置後は町が使用料をいただき，修繕や適正な維持管理を行うことによ

り長期間の使用が可能となり、良好な放流水質が確保されるなど多くの利点があります。 

 

３．特定地域生活排水処理事業の現状 

特定地域生活排水処理事業は、民間事業者の技術力、ノウハウ等を活用することによ

り、浄化槽の設置業務、設置された浄化槽及び寄附を受けた浄化槽の維持管理業務（汚

泥清掃・収集運搬業務を除く。）を町の財政負担の軽減を図りながら効率的に実施するＰ

ＦＩ事業で平成 28年から令和 7年度までの 10年間業務委託し実施しています。 

みやき町が管理する浄化槽は、平成 28年度より令和元年まで、487基の設置と 575基

の寄附を受け町が 1,062基となりました。 

 

４．町組織の状況 

下水道課職員体制 ９名 （課長 1名 管理担当４名 業務担当４名） 

公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業の３つの事業を下

水道課内職員で分担しています。また、組織体系は「管理担当：経理、財政計画及び

資金計画に関する業務等」と「業務担当：事業の設計及び施工に関する業務等」によ

り組織されます。 

５．事業の実施状況 

 ５０人槽までの浄化槽をＰＦＩ事業で設置している。５１人槽から２００人槽まで

は、町が直接設置事務を行う事としていますが、令和元年末までは５１人槽以上の設置

はありません。 

 

 



 

 平成２８年度から令和元年度までの設置基数、寄附基数は以下のとおりです。 

（１）設置基数 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 計 
5人槽 48基 62基 39基 63基 212基 

6～7人槽 107基 69基 28基 44基 248基 
8～10人槽 2基 5基 2基 5基 14基 
11～15人槽 0基 1基 1基 6基 8基 
16～20人槽 0基 1基 0基 1基 2基 
21～25人槽 0基 1基 0基 0基 1基 
26～30人槽 0基 0基 0基 1基 1基 
31～40人槽 0基 1基 0基 0基 1基 
41～50人槽 0基 0基 0基 0基 0基 

計 157基 140基 70基 120基 487基 
（２）寄附基数 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 計 
5人槽 74基 17基 16基 9基 116基 

6～7人槽 284基 55基 9基 11基 359基 
8～10人槽 71基 15基 3基 2基 91基 
11～15人槽 4基 0基 1基 0基 5基 
16～20人槽 1基 0基 0基 0基 1基 
21～25人槽 0基 2基 0基 0基 2基 
26～30人槽 0基 0基 0基 0基 0基 
31～40人槽 0基 0基 0基 0基 0基 
41～50人槽 1基 0基 0基 0基 1基 

計 435基 89基 29基 22基 575基 

 

 

 

 

 

  



 

６．経営比較分析表を活用した分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （１）収益的収支比率 

収益的収支比率は使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に

地方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていること

が必要ですが、減債基金を資本的収入として繰り入れ、企業債償還費に充当して

いるので、90％程度で推移していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       収益的収支比率(%) = 総収益 (総費用＋地方債償還金) × 100 ⁄  
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平均値

①収益的収支比率(％)



 

（２）経費回収率 

経費回収率、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す

100％以上であることが必要です。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に

係る費用が使用料以外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使

用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。 

令和 7 年度での PFI 事業完了後、業務委託費の減少により上昇する傾向となり

ますが、使用料では約５７％程度しか賄えていません。 

公営企業会計適用後に、適正な使用料を算定することや維持管理費の抑制を図

り、経費回収率を上昇させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  経費回収率(%)  = 下水道使用料 汚水処理費（公費負担分を除く）× 100 ⁄  
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当該値 - 31.57 46.26 53.94 49.54

平均値 - 55.84 57.08 55.85 53.23

経費回収率(％)
【59.98】



 

（３）汚水処理原価 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用で、汚水資本費・

汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。令和 8 年

以降設置基数が減少するために汚水処理原価は、令和元年度の平均値に近づいてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  汚水処理原価(円)  = 汚水処理費（公費負担分を除く） 年間有収水量 ⁄  
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汚水処理原価(円)
【272.98】



 

 （４）施設利用率 

施設利用率は、施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理

水量の割合で、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。 

  浄化槽を寄附受納した分は、供用開始後十年以上のものが多く、浄化槽の人槽が

大きいために、居住している人数が３名程度にもかかわらず能力が過大となって

います。現在の人槽算定は、将来居住される人数を踏まえた基準としているため

に、今後は徐々に上昇していく傾向となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  施設利用率（％） = 晴天時一日平均処理水量 晴天時現在処理能力× 100 ⁄  
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施設利用率(％)
【58.71】



 

 （５）水洗化率 

水洗化率は、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理 

している人口の割合を表した指標です。 

  令和元年度までは、浄化槽を設置した人口及び寄附された人口で計算していた

ために 100%となっていたが、今回見直しを行い、令和２年末では約 70％の水洗ト

イレの使用率となり、設置事業が進むにつれて汲取りからの切替えが増え水洗化

率が上昇していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  施設利用率（％） = 現在水洗便所設置済人口 現在処理区域内人口× 100 ⁄  
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第３章 経営戦略の方針                       

 １．基本方針 

特定地域生活排水処理事業は、公共下水道事業と同様に独立採算を原則とする地

方公営企業でありますが、単独的な経営は困難な状況にあり一般会計からの繰入金

に依存する状況です。 

使用料は、人口が減少していくものの使用者が増えるために増加するが、維持管

理費用を賄えないために、一般会計から繰り入れを行っています。また地方債の償

還金の財源として、償還金約４９％の交付税措置分と県交付金を積み立てた減債基

金の一部を繰り入れますが、不足分も一般会計からの繰り入れを行っています。 

人件費は、公共下水道事業や農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業を同

一の運営体制にておこなっていることや、ＰＦＩで事業を行っているために、特定

地域生活排水処理事業では計上していません。維持管理委託費の削減や使用料改定

が当面の課題となりますが、令和６年４月の公営企業法適用化に向けた取り組みを

実施し、適正な使用料や維持管理費を見直し、安定した事業継続に向けた運営を行

っていきます。 

 

第４章 投資及び財政計画（収支計画）                

  

１．投資について 

浄化槽の設置は、令和７年度までＰＦＩ事業で実施し、令和２年度から年間平均

約６８基の浄化槽を設置しその後、令和８年度以降は新築やリフォームによるもの

がほとんどとなり年間２０基の設置を行っていく計画です。 

 

 ２．財源について 

使用料収入については，町全体の人口減少があるものの浄化槽設置者が増加して

いるため，増加傾向にあります。浄化槽の設置事業や単独浄化槽撤去に対し国庫補

助金（１／２補助）や県交付金（減債基金に積立）、企業債を最大限に利用し財源に

充てていきます。 

 

 



 

３．投資以外の経費について 

 ① 民間の活力の活用に関する事項 

（包括民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI など） 

浄化槽の維持管理をＰＦＩ事業で業務委託しています。浄化槽の 2 ヶ月に１

回の点検費用やブロワ管理費用を人槽毎に単価設定し経費削減に努めています。 

 ② 職員給与費に関する事項 

公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業の３つの事業

を下水道課内職員で分担しています。特定地域生活排水処理事業は、ＰＦＩ事業

として業務委託し事務費等の軽減を図っています。そのために、職員給与費にあ

たる人件費は、計上していません。 

 ③ 動力費に関する事項    

浄化槽のブロアや放流ポンプの電気料金は、使用者負担としています。 

 ④ 薬品費に関する事項 

浄化槽の消毒費用は、一基あたりの維持管理費の中に組み入れており、人槽毎

に単価設定を行いコスト削減に努めています。 

 ⑤ 修繕費に関する事項 

これまでの４年間の修繕結果を踏まえ、機種別・設置年度別で整理を行い、ス

トックマネージメント計画を策定し、修繕費の大きな変動を無くしコスト削減

に努めていきます。 

 ⑥ 委託費に関する事項 

浄化槽の委託費は、維持管理費や清掃費、汚泥運搬処理費用等で、人槽毎に単

価設定を行いコスト削減に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  投資・財政計画の項目別見込内容 

   項目 収支の説明 

収 

益 

的 

収 

支 

収
益
的
収
入 

営 業 収 益 

料 金 収 入 前年度末管理基数に当年度設置・寄

附基数をふまえ算定 

受 託 工 事 収 益 見込なし 

そ の 他 督促手数料 

営業外収益 
他 会 計 繰 入 金 一般会計繰入金 

そ の 他 減債基金利子 

収
益
的
支
出 

営 業 費 用 

職 員 給 与 費 見込なし 

 うち退職手当 見込なし 

そ の 他 維持管理委託料、一般管理費 

営業外費用 

支 払 利 息 地方債利息 

 うち一時借入金利息 見込なし 

そ の 他 見込なし 

資

本

的

収

支 

資
本
的
収
入 

地 方 債 建設改良費の企業債借入 

 う ち 資 本 費 平 準 化 債 見込なし 

他 会 計 補 助 金 一般会計繰入金 

他 会 計 借 入 金 見込なし 

固 定 資 産 売 却 代 金 見込なし 

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金 国補助金 設置工事費等 1/2 

県交付金 昨年度地方債借入額に対

する一定額 

工 事 負 担 金 分担金：設置基数の件数見込 

そ の 他  

資
本
的
支
出 

建 設 改 良 費 設置事業費（SPCより浄化槽購入等） 

 う ち 職 員 給 与 費 見込なし 

地 方 債 償 還 金 町債元金償還（建設事業） 

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 見込なし 

他 会 計 へ の 繰 出 金 見込なし 

そ の 他 見込なし 

積 立 金 県交付金：減債基金積立金 



 

投資・財政計画（収支計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５章 効率化・経営健全化の取り組み                

 

 １．組織・人員等に関する事項 

事業規模や業務内容を常に把握し、企業会計移行に備えた組織形態 

や職員数と業務量との整合性、適正な定員管理を図っていきます。 

また、業務内容や手法を見直し、民間への委託等により組織の効率

化と経費節減を図ります。 

公営企業法の適用に向けて、在籍する職員には下水道に係る専門知

識に加え、経営感覚の向上や企業会計に対する専門知識の習得なども

求められます。今後は、これまで以上に各種研修に積極的に参加して

いくことで更なる職員の育成、資質の向上に努めます。 

 

 ２．広域化に関する事項 

    浄化槽は ，各戸または事業所の個別設置ですので，広域化につい

て実施できるものではないので、取り組みはありません。 

 

 ３．民間の活力の活用に関する事項 

    浄化槽設置や維持管理については、ＰＦＩ事業で実施しています。 

   令和７年度以降の事業継続について、地域住民の要望や状況に応じ

て第２期ＰＦＩ事業を行うかどうか検討していきます。 

 

 ４．その他重点事項 

（１） 経営戦略の事後検証，更新等に関する事項 

特定地域生活排水処理事業経営戦略の計画期間は令和 2年度か

ら令和 11年度までの 10年間ですが，総務省の「経営戦略策定ガ

イドライン」に基づき，毎年度進捗管理（モニタリング）を行う

とともに，3年から 5年に一度見直し（ローリング）を行います。 

 

 

 

 



 

（２） 地方公営企業法の適用に関する事項 

令和６年度から地方公営企業法の会計制度に移行し，管理運営

に係る損益取引と建設改良等に係る資本取引を区別し，より明確

に経営状況を把握します。 

また，支出を伴わない減価償却費を原価に反映し，適正な料金 

の設定と経営健全化を図ります。 

（３） 使用料の見直しに関する事項 

設置基数の増加に伴い使用料も増加することが見込まれます 

が、一般会計からの繰入金を減少させるためにも３年から５年で

料金の見直し、必要であれば料金改定も検討していかなければな

りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


